
平成２７年度 
第１回 子ども・子育て会議 

 
平成27年11月25日（水） 午前10時～ 



子ども・子育て支援新制度について① 

・平成27年度４月より本格スタート 



子ども・子育て支援新制度について② 

 
  ・運営実施をするための事務手続きを緩和 

  ・財政措置を一本化し、運営費補助を増額 

 

 

  ・保育施設（事業）の認可基準を制定 

  ・保育施設（事業）に運営費補助を給付 

 

 

  ・様々な子育て支援事業に事業補助を給付 
お 

 

 

  ・離島やへき地への運営費補助を特別給付 

１．認定こども園の普及 

２．待機児童の解消 

４．支援の地域格差の解消 

３．支援の量の拡充と質の向上 



川島町子ども・子育て会議について① 

・これまでの川島町子ども・子育て会議（～平成26年度） 

子ども・子育て支援新制度開始（平成27年4月～） 

かわじま子育て応援プランを作成（平成27年3月） 

川島町子ども・子育てに関するアンケート調査（平成25年12月） 

川島町子ども・子育て会議設置（平成25年11月） 

プランの検討（平成26年度） 



川島町子ども・子育て会議について② 

・これからの川島町子ども・子育て会議（平成27年度～） 

かわじま子育て応援プランの進捗管理 

子育て支援拠点の開設に向けた議論 

子育て支援拠点の開設（平成29年度） 

必要に応じて数値目標等の見直し（平成29年度） 

年間２～３回の
会議開催予定 



かわじま子育て応援プランについて① 

・平成27～31年度までの５か年計画 

・地域の実情や過去の実績値、アンケートの結果をもとに、 

 量の見込み（ニーズ量）と確保方策（対応策）を数値化 

（１）教育・保育施設の充実 
 ①幼稚園、認定こども園 
 ②保育園（所）など 

（２）地域子ども・子育て支援事業の推進 
 ①利用者支援事業 
 ②地域子育て支援拠点事業 
 ③妊婦健康診査 
 ④乳児家庭全戸訪問事業 
 ⑤養育支援訪問事業 
 ⑤－２子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 
 ⑥子育て短期支援事業 
 ⑦ファミリー・サポ―ト・センター 
 ⑧一時預かり事業 
 ⑨時間外保育事業 
 ⑩病児・病後児保育事業、子育て援助活動支援事業 
 ⑪放課後児童健全育成事業 
 ⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業 
 ⑬多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 



かわじま子育て応援プランについて② 

①幼稚園、認定こども園（１号及び２号認定（３～５歳児）） 



かわじま子育て応援プランについて③ 

②－１保育園など（２号認定（３～５歳児）） 



かわじま子育て応援プランについて④ 

②－２保育園など（３号認定（０～２歳児）） 



かわじま子育て応援プランについて⑤ 

①利用者支援事業 



かわじま子育て応援プランについて⑥ 

②地域子育て支援拠点事業 



かわじま子育て応援プランについて⑦ 

③妊婦健康診査 



かわじま子育て応援プランについて⑧ 

④乳児家庭全戸訪問事業 



かわじま子育て応援プランについて⑨ 

⑤養育支援訪問事業 



かわじま子育て応援プランについて⑩ 

⑤－２子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 



かわじま子育て応援プランについて⑪ 

⑥子育て短期支援事業 



かわじま子育て応援プランについて⑫ 

⑦ファミリー・サポート・センター（子育て援助活動支援事業） 



かわじま子育て応援プランについて⑬ 

⑧一時預かり事業 
参考 
開設日：月～土曜日 開設時間：8時30分～17時 
１日利用：2,400円（食事代含む） 
２時間単位：600円（別途食事代150円） 

 



かわじま子育て応援プランについて⑭ 

⑨時間外保育事業 



かわじま子育て応援プランについて⑮ 

⑩病児、病後児保育事業、子育て援助活動支援事業 



かわじま子育て応援プランについて⑯ 

⑪放課後児童健全育成事業 



子育て支援拠点整備計画について 



町立川島幼稚園の現況図面① 



町立川島幼稚園の現況図面② 



町立川島幼稚園の現況図面③ 



川島幼稚園施設概要 
●川島幼稚園 規模 

 ・用途変更、増築 

 →現行法令に適合するよう計画する必要がある。 

 ・耐震補強について（昭和56年以前の建物が対象） 

  一期の建物の耐震診断  Iso＝1.466（最小値） 

  （平成11年度に実施）目標値0.75>０.６ 

 一期 昭和５５年建築 鉄筋コンクリート２階 

     延床面積  ７００．４８㎡ 

 二期 平成１０年建築 鉄筋コンクリート２階 

     延床面積  ５３６．５３㎡ 

●法適合性について  



現行の法令に適合させる 
 ○避難に関する規定 

 ○バリアフリー 

   ○外部改修（防水・外壁） 

 ○防水や外壁改修を優先 

   ○内部改修 

想定される改修 



町立幼稚園施設の活用について（就学前） 
 

平成25年度実施 
    ニーズ調査より 
対象：0歳～小学校５年生までの 
お子さんを持つ保護者（1,400件） 



町立幼稚園施設の活用について（就学児） 
 

平成25年度実施 
    ニーズ調査より 
対象：0歳～小学校５年生までの 
お子さんを持つ保護者（1,400件） 



川島町子育て支援拠点施設等整備計画（案）の
策定に向けてワークショップを開催 

第１回：１月２０日 

ワークショップメンバー：３１名 
子ども・子育て会議委員、幼稚園ＰＴＡ会長・副会長、子育てサークル代表等 

 

第２回：１月２７日 

第３回：２月１７日 



川島町子育て支援拠点施設等整備計画（案）の
概要にかかる町民コメントの実施 

募集期間： 平成27年２月25日（水）～３月13日（金） 

①児童館（センター） 

４つの機能 

②地域子育て支援センター 

③スクーリング・サポート・センター 

④放課後児童クラブ 



①児童センター（児童館） 

 児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊
かにするとともに、体力増進を図ることを目的とした施設
です。 

参考 
①対象年齢：０歳～18歳未満のすべての児童（未就学児は保護者同伴） 
②収容人員：児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に定める保育所 
      の面積基準と同じ 
③営業日、営業時間：休館日：祝日（子どもの日を除く）、年末年始 



①児童センター（児童館） 

※写真はイメージです。 

現在、町内に児童センター（児童館）はありません。 



②地域子育て支援センター 

 地域子育て支援センターは、児童福祉法施行規則 第
１条の７に基づく施設で、子育て家庭等に対する相談指
導や子育てサークルへの支援、子育てに関する情報提供
を行うことにより、地域の子育て家庭に対する育児支援を
行うことを目的とする施設です。 

参考 
①対象年齢：０歳～６歳（就学前児童） 
②収容人員：児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に定める保育所 
      の面積基準と同じ 
③営業日、営業時間：平日：９時～16時、土曜日：９時～12時30分 
          閉室日：日曜・祝日、年末年始、 



②地域子育て支援センター 

現在、町内には町立さくら保育園内に地域子育て支援センター
があります。 



③スクーリング・サポート・センター 

 少子化、核家族化の流れとともに、家庭の教育機能が
低下し、従来は家族や地域の中で育まれてきたコミュニ
ケーション能力や、対人関係調整能力の育成なども学校
教育に期待されるようになってきています。 

 地域とともに子どもの学びを支援する拠点が、スクーリ
ング・サポート・センターです。 

参考 
①対象年齢：小学校１年生～中学校３年生 
②収容人員：適応指導教室に４～５人 
③指導員の人数：２～３人 
④開設日：学校の授業がある日 
⑤開設時間：適応指導教室：９時～12時 
      電話相談・面接相談：13時～15時 



③スクーリング・サポート・センター 

現在、町内には川島町民体育館内にスクーリング・サポート・
センターがあります。 



④放課後児童クラブ（学童保育） 

現在、町内には３つの放課後児童クラブがあります。 

学童保育かっぱくらぶ 
（中山地区） 



④放課後児童クラブ（学童保育） 

現在、町内には３つの放課後児童クラブがあります。 

学童保育どりいむくらぶ 
（伊草地区） 



④放課後児童クラブ（学童保育） 

現在、町内には３つの放課後児童クラブがあります。 

かわじま学童クラブ（三保谷、出丸、八ツ保、小見野地区） 



まとめ 

①放課後児童クラブ（学童保育） ・・・町内あり  

②児童センター（児童館） ・・・町内なし 

③地域子育て支援センター ・・・町内あり 

④スクーリング・サポート・センター ・・・町内あり 

４つの機能を持った複合施設 



②地域子育て支援センターのイメージ   
（東松山市ソーレ） 



②地域子育て支援センターのイメージ   
（東松山市ソーレ） 



②地域子育て支援センターのイメージ   
（東松山市ソーレ） 



参 考  

川島版ネウボラ  

※「ネウボラ」とは、フィンランド語で「アドバイスの 
※場所」の意味です。 

少子化対策としての施設 

できるだけ同じネウボラ保健師が、産前から定期的に対話を重ね、
子ども・家族との信頼関係を築き、個別の子ども・家族への的確
な支援のために、必要に応じて専門職間・他機関（医療、学校
等）のコーディネート役となります。 



川島町子育て支援拠点施設等整備計画（案）について １/7 



川島町子育て支援拠点施設等整備計画（案）について ２/7 



川島町子育て支援拠点施設等整備計画（案）について ３/7 



川島町子育て支援拠点施設等整備計画（案）について ４/7 



川島町子育て支援拠点施設等整備計画（案）について ５/7 



川島町子育て支援拠点施設等整備計画（案）について ６/7 



川島町子育て支援拠点施設等整備計画（案）について ７/7 



お疲れ様でした。 


